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山　　形　　県　　公　　報 号外(７)平成16年２月９日（月曜日）

平成16年２月９日（月）

号　　外（７）

  目　　　　　次  

告　　　　　示

　○第５種共同漁業権遊漁規則の認可………………………………………………………………（生産流通課）…１

  告　　　　　示  

山形県告示第151号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第１項の規定により、第５種共同漁業権遊漁規則を次のとおり認可し

た。

　　平成16年２月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　両羽漁業協同組合外１名

　　　ロ　住　所　酒田市新堀字前岡97番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第１号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、右欄に掲げる期間内でなければならない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはならない。

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。 

(毎週火・金曜日発行)

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

９月15日から翌年の５月９日までもくずがに　　　　　　　　

期　　　　　　間区　　　　　　　域水産動物の種類

４月20日から 

５月10日まで 

酒田市大字落野目地内落野目揚水場（CS№

74）から下流750メートル（CS№68）の地点ま

での最上川   

うぐい（はや）

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　５センチメートル以下うぐい（はや）、ふな



2

山　　形　　県　　公　　報 号外（７)平成16年２月９日（月曜日）

　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　  　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。

　　　

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるも

のとする。

　　　　 　控除額

　　　　　　期間１年の特別遊漁料について、２種以上納付する場合は、１種を超える遊漁料につきそれぞれ

1,500円を控除する。

　　　　 　納付方法

　　　　　　一般遊漁料は組合が別に定めて公示する場合において、特別遊漁料は組合事務所において納付するも

のとする。

　　　　 　共通遊漁料

　　　　　ａ　この漁場区域内及び第１表に掲げるすべての漁場区域内において第２表左欄の水産動物を同表中欄

の漁具・漁法により遊漁をしようとする者は、同表右欄に掲げる遊漁料を納付し、かつ、当該遊漁に

ついて山形県内水面漁業協同組合連合会の承認を受けなければならない。

  

 

全長　15センチメートル以下こい

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

700円１　日釣り、すくい網、徒手採捕 うぐい（はや）、こい、ふな、や

つめうなぎ、もくずがに

2,050円１　年

無料小学生及び７０歳以上の者      

一般遊漁料の額の１／２に相当する額中学生 

肢体不自由者（身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号）

第15条の規定による身体障害者手帳を持っている者に限

る。）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

4,000円１　年投網うぐい（はや）、こい、ふな、や

つめうなぎ

3,000円１　年はえなわ

4,000円１　年四ツ手網 
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　　　　　　第１表 

　　　　　　第２表

　　　　　ｂ　共通遊漁料の納付及び遊漁承認証の交付は、組合が別に定めて公示する場所において行うものとす

る。

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項

　　　　 　一般遊漁料の納付があったときは、遊漁承認証を交付するものとする。

　　　　 　遊漁をするときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。

　　　　 　遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項

　　　　 　漁場監視員の要求があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない。

　　　　 　遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

　　　　 　遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

　　　　 　河川の堤防又は護岸施設等を破損してはならない。

　　　　 　組合が水産動物の繁殖保護上又は漁業調整上必要と認めて公示した制限事項に従わなければならな

い。

　　　ホ　漁場監視員に関する事項

　　　　 　漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。

　　　　 　漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であること表示する 腕章を着けるものとす

る。

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項

　　　　　組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁を中止することを命じ、又は以降そ

の者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは行わな

いものとする。

　　 　遊漁規則の施行日　平成16年１月１日

２　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　県南漁業協同組合

　　　ロ　住　所　米沢市矢来一丁目１番104号

　　 　漁業権の免許番号　内共第２号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。  

                                            

 

漁　　　場　　　区　　　域　（漁　　業　　権　　番　　号） 

内共第１号、内共第２号、内共第３号、内共第４号、内共第５号、内共第６号、内共第７号、内

共第８号、内共第９号、内共第10号、内共第11号、内共第12号、内共第13号、内共第14号、内共

第15号、内共第16号、内共第17号、内共第18号、内共第19号、内共第20号、内共第21号、内共第

22号、内共第23号、内共第24号、内共第25号、内共第26号、内共第27号、内共第28号

遊　 　 漁　 　 料漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物

１年間　23,000円さお釣り（掛け釣りを除く。） 全魚種

１年間　13,000円同　上 あゆを除く全魚種
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　　　　　ｃ　大樽川においては、ｄに掲げる公示の日から７月31日までは友釣り及びどぶ釣り以外の漁具・漁法

によりあゆを採捕してはならない。

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。

 

           

　　　

　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる区域内において、右欄に掲げる期間中網漁具により水産動物を採捕してはな

らない。                                  

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

網口径　　　５メートル以下投網

肩長さ　　　15メートル以下、網丈1.8メートル以下刺網

網口径　　　２メートル以下たも網  

間　口　　　１メートル以下すくい網 

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

３月１日から９月30日までにじます

期　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

４月20日から

６月15日まで

米沢市大字大沢地内笠松鉱泉地先から上流全

域
羽 黒 川うぐい（はや）

米沢市小野川町地内塔ノ原橋から上流河鹿荘

の堰堤まで

大 樽 川

周年米沢市小野川町地内塔ノ原橋から上流河鹿荘

の堰堤まで

大 樽 川かじか

全域小 荒 沢いわな

米沢市大字入田沢地内第一普洞沢橋から上流

全域
鬼 面 川

さくらます（やま

め）

米沢市大字関地内西吾妻スカイバレー櫛峰橋

から上流全域

大 樽 川全魚種

米沢市大字大沢地内笠松鉱泉上流長根沢川全

域
羽 黒 川

米沢市大字三沢地内水窪ダム上流矢沢川橋か

ら下流100メートルの地点まで及び同橋から上

流全域

矢 沢 川

米沢市万世町地内第一刈安橋から上流砂防堰

堤まで

刈 安 川

米沢市大字梁沢地内二ノ沢との合流点から上

流790メートルの地点まで

綱 木 川
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　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に200円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域

周年米沢市万世町地内第一刈安橋から上流全域刈 安 川

東置賜郡川西町大字小松地内諏訪橋から上流1,000メートル

の地点まで

犬　 川

東置賜郡高畠町大字糠の目地内糠の目橋から上流及び下流

それぞれ600メートルの地点まで

松　 川

米沢市窪田町地内置賜橋から上流及び下流それぞれ1,000

メートルの地点まで

米沢市小野川町地内塔ノ原橋から上流河鹿荘の堰堤まで大 樽 川

米沢市小野川町地内簡易保養センター下流堰堤から上流500

メートルの地点まで

東置賜郡川西町大字下奥田地内荒窪橋から上流600メートル

の落差堰堤まで

黒　 川

東置賜郡川西町大字吉田地内沢田橋から下流誕生川との合

流点まで

万 福 寺 川

７月１日から

７月31日まで

米沢市大字館山地内鬼面川頭首工から上流小樽橋まで鬼 面 川

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい 

全長　５センチメートル以下うぐい（はや）、ふな

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,600円１　日友釣り、どぶ釣りあゆ

7,600円１　年

1,000円１　日徒手採捕、釣り（がら掛けを除

く。）、すくい網、たも網

うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、さくらます（やまめ）、い

わな、にじます、うなぎ、わかさ

ぎ

4,000円１　年
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　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から1,200円を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものと

する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　へ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

３　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　西置賜漁業協同組合

　　　ロ　住　所　西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第３号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中網 漁具により水産動物を採

捕してはならない。 

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、中欄に掲げる漁具・漁法により、それぞれ右

欄に掲げる期間内でなければならない。

無料学齢に達しない幼児、小学生、中学生及び満80歳以上であ

ることを証する書面を有する者

一般遊漁料の額の１／２に相当する額
高校生及び肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定

による身体障害者手帳を持っている者に限る。）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

9,000円１　年刺網、投網、がら掛けあゆ

刺網、投網うぐい（はや）、こい、ふな、

さくらます（やまめ）、いわ

な、にじます、わかさぎ

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

肩長さ50メートル以下、網丈180センチメートル以下 刺網

期 間区　　　　　　　　　　域

６月１日から

８月14日まで

西置賜郡飯豊町大字上原地内上原橋から上流同町大字岩倉地内神明

橋までの置賜白川

６月10日から

７月31日まで

上記の区域を除く区域
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　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。 

          

 

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まで友釣り、どぶ釣り、投網あゆ

８月25日から10月31日までがら掛け（掛け釣り） 

８月20日から10月31日まで刺網

３月１日から９月30日までさお釣り、投網にじます

期　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

４月20日から

６月10日まで

西置賜郡白鷹町大字佐野原地内柳島から上流

及び下流それぞれ200メートルの地点まで

最 上 川うぐい（はや）

西置賜郡白鷹町大字広野地内睦橋から上流白

鷹土地改良区揚水機場の地点まで

長井市小出地内諏訪堰水門から下流500メート

ルの地点まで

長井市時庭地内白川橋から下流最上川との合

流点まで

置 賜 白 川

西置賜郡飯豊町大字添川地内飯豊橋から下流

500メートルの地点まで

西置賜郡飯豊町大字須郷地内須郷橋から上流

300メートル及び下流200メートルの地点まで

４月１日から

５月10日まで

長井市平山地内松田橋から上流及び下流それ

ぞれ200メートルの地点まで

置 賜 野 川かじか

長井市寺泉地内谷地橋から下流フラワー長井

線鉄橋まで

西置賜郡白鷹町大字高岡地内高岡橋から下流

300メートルの地点まで

実 淵 川

西置賜郡白鷹町大字十王地内称名寺橋から上

流及び下流それぞれ300メートルの地点まで

荒 砥 川

西置賜郡飯豊町大字椿地内長瀞橋から下流400

メートルの地点まで

置 賜 白 川

西置賜郡飯豊町大字川内戸地内鳥井原から上

流200メートルの地点まで

西置賜郡飯豊町大字添川地内飯豊橋から下流

500メートルの地点まで

西置賜郡飯豊町大字須郷地内須郷橋から上流

300メートル及び下流200メートルの地点まで

周年西置賜郡飯豊町大字添川地内飯豊橋から上流

120メートル及び下流230メートルの地点まで

置 賜 白 川全魚種

西置賜郡白鷹町大字黒鴨地内実淵川上流小実

淵川との合流点から上流端まで

大 実 淵 川
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　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。 

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に300円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から4,500円を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものと

する。

　　　　 　納 付 方 法　　

　　　　　　一般遊漁料及び特別遊漁料は、組合が別に定めて公示する場所において納付するものとする。

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい 

全長　５センチメートル以下 ふな、うぐい（はや）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

500円１　日
手釣り、さお釣り(がら掛けを

含む｡ )､ たも網、すくい網、

やす

うぐい（はや）、こい、ふな、う

なぎ、かじか、さくらます（や

まめ）、いわな、にじます 4,500円１　年

1,500円１　日友釣り、どぶ釣り、がら掛け

（掛け釣り）

あゆ

7,500円１　年

無料小学生

一般遊漁料の額の１／２に相当する額中学生 

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

15,000円１　年投網あゆ、こい、うぐい（はや）、ふ

な、うなぎ、かじか、さくらます

（やまめ）、いわな、にじます 23,000円１　年刺網

15,000円１　年
置き釣り、はえなわ、さで類、

せん（筒） 
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　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

４　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　最上川第一漁業協同組合

　　　ロ　住　所　西村山郡朝日町大字宮宿1184番地８

　　 　漁業権の免許番号　内共第４号及び内共第５号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。

 

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

３月１日から９月30日までにじます

期　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

周年西村山郡大江町大字三郷地内最上堰堰堤から

上流及び下流それぞれ100メートルの地点まで

最 上 川全魚種

西村山郡朝日町大字四ノ沢地内最上川中流農

業水利事業最上川頭首工堰堤から上流及び下

流それぞれ100メートルの地点まで

５月１日から

５月31日まで

西村山郡大江町大字月布地内北堰頭首工堰堤

から下流500メートルの地点まで

月 布 川かじか

５月１日から

６月10日まで

西村山郡大江町大字左沢地内最上川との合流

点から上流50メートルの地点まで

月 布 川うぐい（はや）、さ

くらます（やまめ）

西村山郡大江町大字左沢地内月布川との合流

点から上流及び下流それぞれ50メートルの地

点まで

最 上 川

周年西村山郡大江町大字小見地内小見床止工から

上流及び下流それぞれ50メートルの地点まで
月 布 川

全魚種

西村山郡大江町大字塩ノ平地内塩ノ平堰堤か

ら上流50メートル及び下流鵜の渕橋まで

西村山郡大江町大字月布地内北堰頭首工堰堤

から上流50メートル及び下流100メートルの地

点まで

西村山郡大江町大字貫見地内貫見床止工から

上流及び下流それぞれ50メートルの地点まで

西村山郡大江町大字貫見地内南堰頭首工堰堤

から上流地蔵田橋まで及び下流100メートルの

地点まで

西村山郡大江町大字沢口地内巻渕床止工から

上流及び下流それぞれ50メートルの地点まで
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　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中網漁具により水産動物を採捕しては

ならない。 

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

  

 　        　  b 　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における遊漁料の額

は、 又は に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、小学生及び中学生並びに肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規

定による身体障害者手帳を持っている者に限る。）に掲げる者の一般遊漁料の額は、無料とする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。                           

  

朝日川との合流点から上流全域黒 俣 沢

朝日川との合流点から上流全域朝 日 俣 沢

期 間区　　　　　　　　　　域

周年西村山郡朝日町大字四ノ沢地内最上川との合流点から上流の送橋川

及びその支流

全 長水産動物の種類

全長　５センチメートル以下 ふな、うぐい（はや）

全長　10センチメートル以下こい

甲幅　５センチメートル以下もくずがに   

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,000円１　日釣り、徒手採捕
うぐい（はや）、やつめうなぎ、

こい、ふな、うなぎ、かじか、

さくらます（やまめ）、いわな、

にじます、もくずがに
7,000円１　年

1,500円１　日友釣り、どぶ釣りあゆ

7,000円１　年

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

2,000円１　日
釣り、徒手採捕、友釣り、どぶ

釣り、投網  

あゆ、うぐい（はや）、やつめう

なぎ、こい、ふな、うなぎ、か

じか、さくらます（やまめ）、い

わな、にじます、もくずがに
10,000円１　年
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　　　　 　納 付 方 法　　内共第３号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

５　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　最上川第二漁業協同組合

　　　ロ　住　所　西村山郡河北町谷地字山王23番地１

　　 　漁業権の免許番号　内共第６号、内共第７号、内共第８号及び内共第９号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して遊漁をしてはならない。

　　　　　ｄ　オランダ釣りによる遊漁をしてはならない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中網漁具を使用して遊漁をしてはなら

ない。

                                       

  

 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

間　口　　　1.2メートル以下すくい網

網口径　　　1.0メートル以下たも網

全　長　　　4.0メートル以下投網

全　長　　　3.6メートル以下 四ツ手網

全　長　　　20.0メートル以下で２枚を限度とする。刺網

網　丈　　　1.8メートル以下

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域

周年東根市大字島大堀地内え び づ る 沼

西村山郡西川町大字沼山地内大 沼

西村山郡西川町大字沼山地内長 沼

天童市大字寺津地内寺 津 沼

７月１日から

９月１日午前５時

まで

村山市富並地内里橋から下流300メートルの地点まで富 並 川

西村山郡西川町大字稲沢地内高松堰取水堰堤から上流同町

大字沼山地内吉川発電所取水堰堤まで
寒 河 江 川
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　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる漁具を使用した遊漁は、中欄に掲げる区域内において右欄に掲げる期間中し

てはならない。 

　　　　　ｇ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、中欄に掲げる漁具・漁法により、それぞれ右

欄に掲げる期間内でなければならない。

 

　　　　　ｈ　次の表の 欄に掲げる水産動物は、 欄に掲げる漁法により 欄に掲げる区域内で 欄に掲げる期

間中でなければ採捕してはならない。

   

 

    

    

　　　　　ｉ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、右欄に掲げる期間内でなければならない。   

寒河江市三泉地内寒河江川橋から上流昭和堰堰堤まで

東根市大字沼沢地内向田橋から上流及び下流それぞれ500

メートルの地点まで

乱 川

東根市大字泉郷地内観音橋から上流及び下流それぞれ500

メートルの地点まで

白 水 川

周年西村山郡西川町大字本道寺地内寒河江ダムより下流水ヶ瀞

ダムまで

寒 河 江 川

西村山郡西川町大字大井沢地内二ツ掛橋から上流根子川橋までの寒河江川

本流及びその支流(大井沢川においては大井沢川第１ダムまで、大桧原川に

おいては大桧原川第１ダムまで、根子沢川においては根子沢川第１ダムま

で）

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域漁　　　具

周年西村山郡西川町大字大井沢地内二ツ掛橋から上流根子川

橋までの寒河江川本流及びその支流（大井沢川においては

大井沢川第１ダムまで、大桧原川においては大桧原川第１

ダムまで、根子沢川においては根子沢川第１ダムまで）

かえしのある針

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まで友釣り、がら掛け(掛け

釣り) 

あゆ

同上投網、四ツ手網

同上刺網

３月１日から９月30日までさお釣り、投網、刺網、

たも網、すくい網 

にじます

９月１日から12月31日までせん（筒）もくずがに

 　期　　　　間 　区　　　　　　　域 漁　　　法 水産動物

３月１日から 

10月31日まで

西村山郡西川町大字本道寺地内寒河江ダムより

下流水ヶ瀞ダムまでの寒河江川

さお釣りにじます

西村山郡西川町大字大井沢地内二ツ掛橋から上

流根子川橋までの寒河江川本流及びその支流

（大井沢川においては大井沢川第1ダムまで、大

桧原川においては大桧原川第1ダムまで、根子沢

川においては根子沢川第１ダムまで）
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　　　　　ｊ　西村山郡西川町大字沼山地内大沼において、次の表の左欄に掲げる水産動物を遊漁する場合は、中

欄に掲げる漁具・漁法で右欄の期間内の期日でなければならない。

　　　　　ｋ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中遊漁をしてはならない。 

                

 

　　　　　ｌ　次の表の左欄に掲げる場所においては、右欄に掲げる期間中遊漁をしてはならない。

                                                        

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。                                            

 

期　　　　　　　間水産動物の種類

６月１日から翌年の３月31日までかじか  　　　　　　　　

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

３月１日から９月30日までの間の

日曜日及び国民の祝日に関する法

律(昭和23年法律第178号）に規定

する休日

さお釣り(舟を使用する場合

は組合が認めた舟に限る。) 

ひめます

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域

周年東村山郡中山町大字長崎地内三郷堰頭首工から下流50メー

トルの地点まで 

最 上 川

西村山郡西川町大字沼山地内村山広域水道取水堰堤から下

流100メートルの地点まで 

寒 河 江 川

西村山郡西川町大字太郎地内東北電力原取水堰堤から下流

50メートルの地点まで

西村山郡西川町大字吉川地内東北電力石田取水堰堤から下

流50メートルの地点まで

西村山郡西川町大字吉川地内高松堰頭首工中心から上流及

び下流それぞれ100メートルの地点まで

寒河江市大字慈恩寺地内昭和堰頭首工中心から上流及び下

流それぞれ100メートルの地点まで

周年西村山郡西川町大字大井沢地内二ツ掛橋から上流見附堰堤までの寒河江川

の支流（滝淵沢、大沢、ニカワ沢、ハタノ沢、蛇バミ沢、ヤナバ沢、ワサビ

沢、アミサス沢、姥沢、上ノ沢、行沢、佐渡ノ沢及び口黒沢） 

周年西村山郡西川町大字志津地内の大越川支流石跳川

期 間場　　　　　　　　　　所

周年寒河江市大字陣ヶ峰地内寒河江川に架かる臥竜橋の橋上

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　20センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）
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　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る一般遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の

水産動物についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、小学生及び中学生の一般遊漁料の額は無料とする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当額金額

から6,000円を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるもの

とする。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第３号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年 １ 月 １ 日

６　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　丹生川漁業協同組合

甲幅　５センチメートル以下もくずがに   

遊 漁 料
漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

１　年１　日

6,000円1,000円徒手採捕、さお釣り、すくい

網、たも網

うぐい(はや)、こい、ふな、かじ

か、さくらます、やまめ、いわ

な、にじます、やつめうなぎ、わ

かさぎ、もくずがに

1,000円さお釣りひめます

1,500円友釣りあゆ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

8,200円１　年がら掛けあゆ

8,200円１　年四ツ手網
あゆ、こい、ふな、うぐい、（は

や)、かじか、いわな、さくらま

す、やまめ、にじます、もくずが

に
7,800円１　年せん（筒）

7,800円１　年はえなわ

9,600円１　年投網 

9,600円１　年刺網

13,200円１　年投網、刺網
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　　　ロ　住　所　尾花沢市北町一丁目10番５号

　　 　漁業権の免許番号　内共第10号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、右欄に掲げる規模の範囲内でなけれ ばならない。

                                                       

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｄ　まきえを使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げ期間内でなければならな

い。

　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。

　　　　　ｇ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中網漁具により水産動物を採捕しては

ならない。

                                     

  

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。                                         

  

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

１統（１統は長さ15メートル以下とする。）刺網

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

組合が定めて公示する日から10月

31日まで

友釣り、どぶ釣り、投網、刺網あゆ

３月１日から９月30日までさお釣り、投網にじます

９月１日から12月31日まで徒手採捕もくずがに

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

３月20日から 

５月31日まで

北村山郡大石田町地内岩袋橋並びに尾花沢市

地内丹生川橋、西正厳橋、行沢橋、母袋橋及

び下柳渡戸橋の各橋から上流及び下流それぞ

れ50メートルの地点までの丹生川

うぐい（はや）、かじか 

周年尾花沢市大字銀山新畑地内銀山川白銀の滝か

ら下流白銀橋上流の堰堤までの銀山川

全魚種

周年尾花沢市高橋地内翁橋から上流の唐沢川いわな、さくらます（やまめ）

期 間区　　　　　　　　　　　　域

周年尾花沢市大字延沢字荒町地内松母橋から上流国有林100林班ほ小班

までの朧気川
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　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る一般遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の

水産動物についての遊漁もできるものとする。 

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、小学生及び中学生の一般遊漁料の額は無料とする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から3,000円を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものと

する。

 

　　　　 　納 付 方 法　　内共第３号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　　平成16年１月１日

７　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　小国川漁業協同組合

　　　ロ　住　所　最上郡舟形町舟形276番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第11号及び内共第12号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料
漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

１　年１　日

4,000円1,000円さお釣り、たも網、すくい網、

徒手採捕

うぐい（はや）、こい、ふな、かじ

か、いわな、やまめ、にじます、

さくらます、ひめます、もくず

がに

7,000円1,500円友釣り、どぶ釣りあゆ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

10,500円１　年投網、刺網あゆ、うぐい（はや）

10,500円１　年投網ふな、こい、やまめ、いわな、

にじます、さくらます、ひめま

す
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　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｄ　まきえを使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。                                         

 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

１統（１統は肩長さ15メートル以下、網丈１メートル以下とする。

ただし、互いに連結してはならない。）

刺網

網口径　１メートル以下たも網

間　口　２メートル以下すくい網

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

７月１日から10月3１日まで友釣り、どぶ釣りあゆ

８月10日から10月3１日まで投網、刺網

７月１日から翌年の５月９日まですくい網、たも網、投網こい 

３月１日から９月30日までさお釣りにじます

９月１日から12月31日までかご、筒 もくずがに

期　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

周年最上郡舟形町長者原地内富長橋から下流100

メートルの地点まで

小 国 川かじか、やつめう

なぎ

最上郡舟形町舟形地内東日本旅客鉄道株式会

社奥羽本線鉄橋から下流100メートルの地点ま

で 

最上郡舟形町長沢地内大堰土地改良区取水頭

首工から下流100メートルの地点まで

最上郡舟形町長沢地内東日本旅客鉄道株式会

社陸羽東線鉄橋から下流100メートルの地点ま

で

最上郡最上町大字大堀地内瀬見橋から下流100

メートルの地点まで

最上郡最上町大字大堀地内大横川との合流点

から上流250メートルの地点まで

最上郡最上町大字向町地内満沢橋から下流100

メートルの地点まで
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　　　　　ｇ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄の期間中網漁具により水産動物を採捕してはならな

い。

                                          

    

                

            

            

　　　　　ｈ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中手釣り及びさお釣り以外の漁具・漁

法により水産動物を採捕してはならない。          

 

　　　　　ｉ　最上郡最上町大字法田地内最上白川大堰堤の魚道においては、周年、水産動物を採捕してはならな

い。

　　　　 　全長制限等

最上郡最上町大字法田地内最上白川水系西又

沢

最 上 白 川さくらます（やま

め）、にじます、い

わな
最上郡最上町大字赤倉地内小国川水系朝日沢小 国 川

最上郡最上町大字赤倉地内矢粕沢支流下ナカ

ツカ沢合流点から上流全域

小 国 川やまめ、いわな

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域

２月１日から

９月30日まで

最上郡舟形町富田地内最上川との合流点から上流1,000メー

トルの地点まで

小 国 川

周年最上郡最上町大字大堀地内瀬見橋から上流300メートルの地

点まで

最上郡最上町大字富沢地内赤倉橋から上流300メートルの地

点まで

７月１日から

８月31日まで

最上郡舟形町舟形地内舟形橋から上流1,700メートルの地点

まで

最上郡舟形町長沢地内大堰堰堤から下流100メートルの地点

から下流200メートルの地点まで

最上郡舟形町長沢地内大谷梁から下流250メートルさいの神

地点まで

最上郡舟形町長沢地内長尾橋から上流100メートル及び下流

300メートルの地点まで

最上郡最上町大字大堀地内瀬見橋から下流650メートルの地

点まで

最上郡最上町大字大堀地内白山橋から下流300メートルの地

点まで

最上郡最上町向町地内満沢橋から上流及び下流それぞれ300

メートルの地点まで

最上郡最上町大字富沢地内赤倉橋から下流200メートルの地

点まで及び同橋から上流300メートルの地点から保京橋まで

周年最上郡最上町大字大堀地内最上白川大堰堤から下流2,800

メートルの地点から上流の最上白川水系東又沢及び西又沢

最 上 白 川

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域

周年最上郡舟形町富田地内富田堰頭首工から上流50メートル及

び下流100メートルの地点まで

小 国 川

最上郡舟形町長沢地内大堰頭首工から上流50メートル及び

下流100メートルの地点まで

最上郡最上町大字大堀地内瀬見発電所堰堤から上流50メー

トル及び下流100メートルの地点まで
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　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。 

                                 

　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　漁遊をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に1,000円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。 

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から5,000円（あゆに係る期間１年の一般遊漁料を納付した場合にあっては、7,500円）を控除して得た

額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものとする。 

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ 　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ 　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,000円１　日手釣り、さお釣り、たも網、す

くい網、やす（かじかに限

る。）、かご及び筒（もくずがに

に限る。）

うぐい（はや）、こい、ふな、う

なぎ、やつめうなぎ、かじか、さ

くらます（やまめ）、いわな、に

じます、もくずがに

5,000円１　年

1,500円１　日どぶ釣り、友釣りあゆ

7,500円１　年

無料中学生以下の者      

1,000円肢体不自由者（身体障害者福祉法に基づく身体障害者で障

害の級が１級から３級までに該当する者）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

13,500円１　年投網あゆ、うぐい（はや）、さくらま

す（やまめ）、こい

13,500円１　年刺網、投網あゆ
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　　　ホ 　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　へ　 違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

８　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　最北中部漁業協同組合

　　　ロ　住　所　新庄市大手町２番66号

　　 　漁業権の免許番号　内共第13号及び内共第14号

　　 　漁業規則の内容

　　　イ　漁業についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。   

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｄ　最上川､ 銅山川、新田川、泉田川、角川及び赤松川においては、ｅに掲げる公示の日から20日間

は、友釣り及びどぶ釣り以外の漁具・漁法によりあゆを採捕してはならない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｆ　次の表の左欄に掲げる水産動物は､ それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。                                             

 

 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

網口径　５メートル以下投網

網口径　１メートル以下たも網

間　口　1.5メートル以下 すくい網

肩長さ　15メートル以下　　網丈　１メートル以下刺網

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

３月１日から９月30日までにじます

９月１日から12月31日までもくずがに

期　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

４月20日から

５月21日まで

最上郡大蔵村大字清水地内大蔵橋から上流及

び下流それぞれ300メートルの地点まで

最 上 川うぐい（はや）

新庄市大字飛田地内差首野川との合流点から

上流及び下流それぞれ50メートルの地点まで

升 形 川

最上郡戸沢村大字角川地内中沢川との合流点

から上流及び下流それぞれ400メートルの地点

まで

角 川

新庄市大字飛田地内升形川との合流点から上

流及び下流それぞれ100メートルの地点まで

差 首 野 川
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　　　　　ｇ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、中欄に掲げる区域内において、右欄の期間中刺網により採捕し

てはならない。 

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については､ それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　　　ｂ 　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

 

新庄市大字角沢地内角沢橋から上流及び下流

それぞれ300メートルの地点まで

新 田 川

４月１日から

５月31日まで

最上郡大蔵村大字清水地内大蔵橋から上流及

び下流それぞれ500メートルの地点まで

最 上 川かじか

新庄市大字本合海地内最上川との合流点から

上流全域

新 田 川

新庄市大字升形地内升形橋から上流400メート

ルの地点まで

升 形 川

最上郡戸沢村大字角川地内中沢川との合流点

から上流及び下流それぞれ500メートルの地点

まで

角 川

５月10日から

６月10日まで

新庄市大字本合海地内本合海橋から上流及び

下流それぞれ500メートルの地点まで

最 上 川

こい、ふな

最上郡戸沢村大字古口地内角川との合流点か

ら下流500メートルの地点まで

新庄市大字升形地内升形橋から下流400メート

ルの地点まで

升 形 川

最上郡戸沢村大字角川地内中沢川との合流点

から上流及び下流それぞれ400メ－トルの地点

まで

角 川

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

10月１日から翌年

の１月31日まで

最上郡舟形町と同郡大蔵村との境界から下流

鮭川との合流点から上流800メートルの地点

まで、鮭川との合流点から下流800メートルの

地点から下流最上郡と東田川郡及び飽海郡と

の境界までの最上川全域

こい

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに
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　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示のより納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次に掲げる者の一般遊漁料の額は無料とする。

　　　　　ａ　小学生

　　　　　ｂ　中学生

　　　　　ｃ　肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳を持っている者であって組合

が特に認めた者に限る。）

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、刺網又は投網に係る特別遊漁料を納付した場合は、一

般の遊漁もできるものとする。

　　　　 　控除額

　　　　　　期間１年の一般遊漁料及び特別遊漁料について、２種類以上納付する場合は､ １種を超える遊漁料に

つきそれぞれ3,600円を控除する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　へ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

９　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　最上漁業協同組合

　　　ロ　住　所　最上郡真室川町大字新町字天神460番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第15号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

12,000円１　年刺網あゆ、うぐい（はや）、こい、ふ

な、かじか、やつめうなぎ

12,000円１　年投網あゆ、うぐい（はや）、こい、ふ

な、かじか、いわな、さくらます

（やまめ）、にじます、やつめう

なぎ、もくずがに

9,400円１　年四ツ手網、置釣り、せん（筒）、

はえなわ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,100円１　日やす（うぐい（はや）及びか

じかに限る。）、釣り、すくい

網、たも網、徒手採捕

うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、いわな、さくらます（や

まめ）、にじます、やつめうな

ぎ、もくずがに

5,400円１　年

1,500円１　日友釣り、どぶ釣り、がら掛け

（掛け釣り）

あゆ

7,500円１　年
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山　　形　　県　　公　　報 号外(７)平成16年２月９日（月曜日）

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。                                          

 

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

７月１日から

７月31日まで

最上郡真室川町大字差首鍋地内高坂堰堤から

下流50メートルの地点までの鮭川

あゆ

最上郡真室川町大字大沢地内田郎堰堤から下

流100メートルの地点までの鮭川

最上郡真室川町大字差首鍋地内大池堰堤から

下流50メートルの地点までの鮭川

最上郡真室川町大字大沢地内小川内堰堤から

下流50メートルの地点までの小又川

最上郡真室川町大字栗谷沢地内栗谷沢橋から

下流200メートルの堰堤から上流及び下流そ

れぞれ50メートルの地点までの真室川

４月１日から

５月10日まで

次の区域において組合が設置する標柱間の区

域

１　最上郡金山町大字山崎地内上台川と金山

川との合流点から下流100メートルの地点

までの金山川

２　最上郡真室川町大字平岡地内平岡堰堤か

ら上流及び下流それぞれ50メートルの地点

までの金山川

３　最上郡真室川町大字釜渕地内釜渕橋から

下流100メートルの地点までの真室川

４　最上郡真室川町大字栗谷沢地内栗谷沢橋

から下流200メートルの堰堤から上流及び

下流それぞれ50メートルの地点までの真室

川

５　最上郡真室川町大字木ノ下地内片渕地先

揚水場から下流200メートルの地点までの

真室川

６　最上郡真室川町大字川ノ内地内高沢沼田

地先右岸県河川標柱から上流200メートル

の地点までの真室川

７　最上郡真室川町大字大沢地内八千代橋か

ら上流及び下流それぞれ50メートルの地点

までの鮭川

８　最上郡真室川町大字差首鍋地内中村橋か

ら上流及び下流それぞれ50メートルの地点

うぐい（はや）

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

５月11日から翌年の１月31日までかじか

９月１日から12月31日までもくずがに
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　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間内でなければ、がら掛け（掛け釣り）

により水産動物を採捕してはならない。

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

   　　 ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

期 間区　　　　　　　　　　　　域

組合が定めて公示する日か

ら10月31日まで
最上郡鮭川村大字庭月地内大豊橋から下流の鮭川

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　８センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,400円１　日釣り、すくい網、がら掛け、た

も網、はえなわ、せん（筒）、

置釣り、やす（かじかに限

る。）、どう

うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、さくらます（やまめ）、い

わな、やつめうなぎ、うなぎ、も

くずがに

7,000円１　年

　までの鮭川

９　最上郡鮭川村大字庭月地内真室川と鮭川

との合流点から上流及び下流それぞれ100

メートルの地点までの区域

10　最上郡鮭川村大字庭月地内庭月観音寺橋

から上流及び下流それぞれ100メートルの

地点までの鮭川

11　最上郡鮭川村大字庭月地内豊田橋から上

流及び下流それぞれ100メートルの地点ま

での鮭川

12　最上郡鮭川村大字川口地内泉田川と鮭川

との合流点から上流及び下流それぞれ100

メートルの地点までの区域

13　最上郡鮭川村大字川口地内米坂橋から上

流及び下流それぞれ100メートルの地点ま

での鮭川

14　最上郡戸沢村大字名高地内戸沢橋から上

流及び下流それぞれ50メートルの地点まで

の鮭川
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　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、小学生及び中学生並びに肢体不自由者  （身体障害者福祉法第15条の規

定による身体障害者手帳を持っている者に限る。）の一般遊漁料の額は無料とする。

　　　　 　 特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし､ 期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から7,000円（あゆに係る期間１年の一般遊漁料を納付した場合にあっては、8,000円）を控除して得た

額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものとする。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　へ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

10　 　漁業権者の名称及び住所

　  　  イ　名称　最上川第八漁業協同組合

　　    ロ　住所　飽海郡松山町大字山寺字宅地130番地の２

　　 　漁業権の免許番号　内共第16号

　　 　遊漁規則の内容

　　    イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具･ 漁法は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

１統（肩長さ15メートル以下、目合い30ミリメートル以下、25目掛

け以下 ） 

小網

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

６月１日から翌年の４月30日までうぐい（はや）

６月１日から翌年の３月31日までかじか

９月１日から翌年の４月30日までもくずがに 

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

12,000円１　年投網、釣りあゆ、うぐい（はや）、さくらま

す（やまめ）、いわな、こい

1,600円１　日友釣り、どぶ釣り、掛け釣りあゆ

8,000円１　年
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　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。 

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

      　 ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

全 長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

3,000円１　日友釣り、どぶ釣りあゆ

10,000円１　年

3,000円１　日
掛け釣り（舟を使用しないも

のに限る。）
10,000円１　年

1,000円１　日釣り、徒手採捕、すくい網、やうぐい（はや）、こい、ふな、か

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

周年最上川と立谷沢川の合流点から東田川郡立川

町大字清川地内東日本旅客鉄道株式会社陸羽

西線鉄橋上流端までの立谷沢川

全魚種

飽海郡松山町大字竹田地内藤里橋から上流及

び下流それぞれ100メートルの地点までの藤

里川

飽海郡松山町大字石名坂地内大石橋の上流

150メートルに設置された落差溝から上流及

び下流それぞれ100メートルの地点までの相

沢川

飽海郡平田町大字山元地内梁場橋から上流田

沢川ダムまでの田沢川

飽海郡平田町大字北俣地内十二滝の滝つぼか

ら下流400メートルの堰堤までの相沢川 

飽海郡平田町大字山元地内田沢川ダム湖及び

その上流の田沢川
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　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一 般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産動物に

ついての一般の遊漁もできるものとする。

 

　　　　 　控除額

　　　　　　期間１年の一般遊漁料及び特別遊漁料について、２種類以上納付する場合は、１種を超える遊漁料に

つきそれぞれ3,000円を控除する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　       ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　       ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　       ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　       へ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　平成16年１月１日

11　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　赤川漁業協同組合

　　　ロ　住　所　鶴岡市本町三丁目３番20号

　　 　漁業権の免許番号　内共第17号、内共第18号及び内共第19号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

15,000円１　年投網あゆ、うぐい（はや）、こい、ふ

な、いわな、さくらます（やま

め）

15,000円１　年掛け釣り（舟を使用するもの

を含む。）

あゆ

15,000円１　年小網

8,000円１　年徒手採捕やつめうなぎ

無料小学生      

中学生 

７０歳以上の者

一般遊漁料の額の１/２に相当する額高校生

肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定による身体

障害者手帳を持っている者に限る。）

5,000円１　年す（かじかに限る。）じか、さくらます（やまめ）、い

わな、うなぎ、もくずがに
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　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具･ 漁法は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　一枚網以外の刺網を使用して水産動物を採捕してはならない。

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ中欄に掲げる漁具・漁法により右欄

に掲げる期間内でなければならない。

　　　　　ｅ　次の表の 欄に掲げる水産動物は、それぞれ 欄に掲げる漁具・漁法により 欄に掲げる区域内に

おいては 欄に掲げる期間中採捕してはならない。                                                         

 

 

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まで友釣り、掛け釣り（がら

掛け）

あゆ

大山川（八沢川）にあっては９月１日から10月

31日まで

投網、巻網（刺網）

赤川（大山川を除く。）、京田川水系にあっては８

月１日から10月31日まで

赤川水系にあっては２月１日から９月19日まで刺網こい、ふな

京田川水系にあっては２月１日から９月30日ま

で

３月１日から９月30日まで  全漁具・漁法にじます

９月１日から12月31日まで徒手採捕もくずがに

 　期　　　　間 　区　　　　　　　域 漁具・漁法
 水産動物

の 種 類

周年
大鳥池

全漁具・漁法

（徒手採捕及

びさお釣りを

除く。）及び舟

艇の使用

全魚種

酒田市大字黒森地内新川橋から河口までの赤川

大鳥池西沢全漁具・漁法

月山ダム上流左岸１号標柱（東田川郡朝日村大

字上名川東山地内）から右岸２号標柱（東田川

郡朝日村大字大網地内）を結ぶ線から下流梵字

川ダムまでの梵字川 

東田川郡朝日村大字熊出地内赤川頭首工施設か

ら下流100メートルの地点までの赤川

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

網口径　２メートル以内たも網

間　口　２メートル以内すくい網

長　さ　４メートル以内投網

全　長　12メートル以内　５枚を限度とする。刺網
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　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

                                    

　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、釣り（さくらますに係るもの限る。）、投網、刺網、友

釣り、掛け釣り（がら掛け）又は徒手採捕（やめうなぎに係るものに限る。）の遊漁料を納付した場合

は、さくらます、あゆ及びやつめうなぎ以外の水産動物についての徒手採捕、釣り、すくい網及びたも

網による遊漁もできるものとする。 

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下ふな、うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

遊 漁 料
漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

１　年１　日

4,000円1,000円徒手採捕、釣り、すくい網、た

も網

うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、やまめ、にじます、いわ

な、ひめます、もくずがに 5,500円1,500円舟艇使用の徒手採捕、釣り、

すくい網、たも網

東田川郡櫛引町大字馬渡地内馬渡床止工から下

流100メートルの地点までの赤川

鶴岡市大字伊勢横内地内伊勢横内床止工から下

流100メートルの地点までの赤川

刺網

鶴岡市日枝地内坂本橋から下流三次郎橋までの

内川

投網、刺網

10月１日から翌年

の５月31日まで

大鳥池全漁具・漁法

10月１日から

10月７日まで
漁場の区域の全域全漁具・漁法あゆ

５月20日から

６月30日まで

鶴岡市大宝寺町地内三川橋から上流羽黒橋まで

の赤川

全漁具・漁法

（さお釣りを

除く。）

はや（うぐ

い）

東田川郡立川町大字添津地内前野橋から上流添

川橋までの京田川

鶴岡市大字水沢地内津利橋から上流石山橋まで

の大山川（八沢川）

５月１日から

５月31日まで

鶴岡市大宝寺町地内三川橋から上流羽黒橋まで

の赤川

全漁具・漁法かじか

東田川郡立川町大字添津地内前野橋から上流添

川橋までの京田川

鶴岡市大字水沢地内津利橋から上流石山橋まで

の大山川（八沢川）



30

山　　形　　県　　公　　報 号外（７)平成16年２月９日（月曜日）

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に1,000円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の中欄に掲げる遊漁に係る一般遊漁料の額

は、それぞれ右欄のとおりとする。  

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁のうち、さ

くらます、あゆ及びやつめうなぎ以外の水産動物についての徒手採捕、釣り、すくい網及びたも網によ

る遊漁もできるものとする。

無料うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、やまめ、にじます、いわ

な、ひめます及びもくずがにに

ついての釣り、徒手採捕、 すく

い網及びたも網による遊漁

小学生及び中学生

一般遊漁料の額の１／２に相

当する額（期間１年のものに

限る。）

同上高校生及び70歳以上の者並びに肢

体不自由者（身体障害者福祉法第15

条の規定による身体障害者手帳を

持っている者に限る。）

 に規定する額から2,000円

を控除した額（期間１年のも

のに限る。）

 に規定する遊漁のうち上記以

外のもの

小学生、中学生、高校生及び70歳以

上の者並びに肢体不自由者（身体障

害者福祉法第15条の規定による身

体障害者手帳を持っている者に限

る。） 

7,000円2,000円投網

9,000円2,000円刺網

5,000円1,500円釣りさくらます

10,000円3,000円投網

8,000円2,000円友釣りあゆ

8,500円2,500円掛け釣り（がら掛け）

10,000円3,000円投網

6,500円1,500円徒手採捕（手かぎを含む。）やつめうなぎ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

15,000円１　年巻網（刺網）あゆ

6,000円１　年もんどり網 
うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、やまめ、いわな、ひめま

す、やつめうなぎ
8,500円１　年やつめせん（筒）

8,000円１　年かじかせん（筒）
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　　　　 　控除額

　　　　　　期間１年の一般遊漁料及び特別遊漁料について、２種類以上納付する場合は、１種を超える遊漁料に

つきそれぞれ4,000円を控除する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　    ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　    ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　    ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　    ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

12　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　月光川養漁業協同組合

　　　ロ　住　所　飽海郡遊佐町大字遊佐町字堅田14番地の12

　　 　漁業権の免許番号　内共第20号

　　 　遊漁規則の内容

       　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　漁場区域内においては、 に掲げる公示の日から10日間は、友釣り及びどぶ釣り以外の漁具・漁法

によりあゆを採捕してはならない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲 げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、中欄に掲げる区域内において、右欄に掲げる期間中採捕しては

ならない。

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。 

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ　　　　　　　　

２月16日から10月31日までうぐい（はや）、こい、ふな

２月16日から５月９日まで

７月１日から10月31日まで
やつめうなぎ

４月１日から10月31日までかじか

３月１日から９月30日までさくらます

２月16日から10月31日までもくずがに

6,000円１　年竹せん（筒）

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

３月１日から

９月30日まで

飽海郡遊佐町大字野沢地内上小台堰から下流

1,000メートルの地点までの庄内高瀬川

全魚種
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　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の遊漁料について２種類以上納付する場合

は、１種を超える遊漁料につきそれぞれ4,000円を控除する。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合

は、あゆ以外の水産動物 についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。      

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は当該金額か

ら4,000円（期間１年のあゆに係る一般遊漁料を納付した場合にあっては7,500円）を控除して得た額と

する。なお、 特別遊漁料を納付した場合は、一般の遊漁もできるものとする。 

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　    ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　    ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　    ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　    ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第1号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年1月1日

13　 　漁業権者の名称及び住所

無料小学生及び中学生      

一般遊漁料の額の１/２に相当する額高校生及び肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定

による身体障害者手帳を持っている者に限る。）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

7,500円１　年投網うぐい（はや）、さくらます

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

2,000円１　日
友釣り、投網、掛け釣り、どぶ

釣り

あゆ

7,500円１　年

1,000円１　日
釣り、すくい網、徒手採捕、せ

ん（やつめうなぎに限る。）や

す（かじかに限る。）

うぐい（はや）、こい、ふな、い

わな、さくらます（やまめ）、か

じか、やつめうなぎ、もくずが

に
4,000円１　年

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　５センチメートル以下うぐい（はや）、ふな 

全長　15センチメートル以下こい 

甲幅　５センチメートル以下もくずがに



33

山　　形　　県　　公　　報 号外(７)平成16年２月９日（月曜日）

　　　イ　名　称　日向荒瀬漁業協同組合

　　　ロ　住　所　飽海郡八幡町市条字村ノ前68番地の１

　　 　漁業権の免許番号　内共第21号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　漁場区域内においては、12月１日から翌年の３月31日までの期間は投網を使用してはならない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　 　全長制限等

　　　　　ａ　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全 長のものを採捕してはならな

い。 

                                 

  

　　　　　ｂ　腹部に外卵を抱いているもくずがには、採捕してはならない。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆの友釣りに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以

外の水産動物の釣り、すくい網、たも網及び徒手採捕並びにやす（かじかに限る。）による遊漁もでき

るものとし、投網に係る遊漁料を納付した場合は、釣り、すくい網及び徒手採捕並びにやす（かじかに

限る。）による遊漁もできるものとする。

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　20センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下うぐい（はや）、ふな

甲幅　５センチメートル以下もくずがに

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

友釣り又はどぶ釣りにあっては７月10 日午前5時から10月31 日ま

で

あゆ

投網にあっては７月20日午前5時から10月31 日まで

掛け釣りにあっては９月１日から10月31日まで

５月15日から翌年の４月13日までかじか

５月20日から翌年の５月９日までうぐい（はや）

４月１日から10月31日までこい、ふな

３月１日から９月30日まで さくらます

９月１日から11月30日までもくずがに
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　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に1,000円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の中欄に掲げる漁具・漁法による遊漁に係る

一般遊漁料の額はそれぞれ右欄のとおりとする。

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、特別遊漁料を納付した場は、あゆ以外の水産動物につ

いての釣り、すくい網及びたも網並びにやす（かじかに限る。）による一般の遊漁もできるものとする。 

 

　　　　 　控除額

          　　   期間１年の一般遊漁料及び特別遊漁料について、２種類以上納付する場合は、１種を超える遊漁料に

つきそれぞれ2,800円を控除する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

4,800円１　年掛け釣りあゆ

2,800円１　年徒手採捕やつめうなぎ

無料釣り、すくい網及びたも網（う

ぐい（はや）、こい、ふな、かじ

か、さくらます（やまめ）、もく

ずがに、いわなに限る。）、やす

（かじかに限る。）、徒手採捕

小学生

一般遊漁料の額の１／２に相

当する額

同上中学生、70歳以上の者及び肢体不

自由者（身体障害者福祉法第15条の

規定による身体障害者手帳を持っ

ている者に限る。）

 に規定する額から2,000円

を控除した額（期間１年のも

のに限る。） 

 に規定する遊漁のうち上記以

外のもの

中学生、高校生、70歳以上の者及び

肢体不自由者（身体障害者福祉法第

15条の規定による身体障害者手帳

を持っている者に限る。）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,500円１　日どぶ釣りあゆ

7,000円１　年

1,800円１　日友釣り

9,000円１　年

2,000円１　日投網全魚種 

9,000円１　年

700円１　日釣り、すくい網、たも網、やす

（かじかに限る。）、徒手採捕

うぐい（はや）、こい、ふな、か

じか、さくらます（やまめ）、い

わな、もくずがに 2,800円１　年
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　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

    　　ハ  遊漁承認証に関する事項　　内共第1号に同じ

   　　 ニ  遊漁に際し守るべき事項　　内共第1号に同じ

   　　 ホ  漁場監視員に関する事項　　内共第1号に同じ

    　　ヘ  違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

14　 　漁業権者の名称及び住所

    　　イ　名　称　山戸漁業協同組合

    　　ロ　住　所　西田川郡温海町大字山五十川甲406番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第22号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具･ 漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。  

                                        

  

　　　　　ｃ　漁場区域内においては、ｄに掲げる公示の日から10日間は、友釣り以外の漁具・漁法によりあゆを

採捕してはならない。

　　　　　ｄ　次の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならな

い。 

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、中欄に掲げる区域内において、右欄に掲げる期間中採捕しては

ならない。

期　　　　　　　　　　間水 産 動 物 の 種 類

組合が定めて公示する日から10月31日まであゆ

６月１日から翌年の４月30日までうぐい（はや）

７月１日から翌年の４月30日までやつめうなぎ

４月１日から10月31日までかじか 

３月１日から９月30日までさくらます

９月１日から11月30日までもくずがに

期　　　　　　間区　　　　　　　域水産動物の種類

10月１日から

10月31日まで

西田川郡温海町大字五十川地内払川との合流

点から下流河口までの五十川

あゆ

周年西田川郡温海町大字戸沢地内戸沢口橋から上

流の五十川

さくらます（やまめ）

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

15段以下投網

２統（１統は３個以内とする。）筒
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　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。

 

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に300円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおり

とする。                            

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間１年の一般遊漁料を納付した場合は、当該金額

から2,400円を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産動物につい

ての一般の遊漁もできるものとする。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

15　 　漁業権者の名称及び住所

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

2,400円１　年筒 やつめうなぎ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,200円１　日友釣り、投網あゆ

6,000円１　年

500円１　日 徒手採捕、さお釣り、やす（か

じかに限る。）、すくい網、投

網

うぐい（はや）、かじか、さくら

ます（やまめ）、いわな、もくず

がに 2,400円１　年

無料小学生      

一般遊漁料の額の１/２に相当する額中学生、80歳以上の者及び肢体不自由者（身体障害者福祉

法第15条の規定による身体障害者手帳を持っている者に限

る。）

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下うぐい（はや）

甲幅　５センチメートル以下もくずがに
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　　　イ　名　称　温海町内水面漁業協同組合

　　　ロ　住　所　西田川郡温海町大字鼠ヶ関乙162番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第23号、内共第24号及び内共第25号

　　 　遊漁規則の内容

   　　 イ  遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの 及び に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　次の表に掲げる区域内においては、周年、投網により水産動物を採捕してはならない。

                                                

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、中欄に掲げる漁具･ 漁法により、それぞれ右

欄に掲げる期間内でなければならない。

　　　　　ｅ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄に掲げる期間中採捕して

はならない。

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

周年西田川郡温海町大字温海地内温海川橋から河

口までの温海川 

あゆ

西田川郡温海町大字大岩川地内大岩川橋から

河口までの庄内小国川
西田川郡温海町大字鼠ヶ関地内蓬来橋から河

口までの鼠ヶ関川
西田川郡温海町大字小国地内庄内小国川との

合流点から上流の長沢川

さくらます（やまめ）、いわ

な、にじます 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

２統（１統は３個以内とする。）筒

区　　　　　　　　　　域

西田川郡温海町大字温海地内柳原橋上流の堰堤から上流月見橋までの温海川

西田川郡温海町大字大岩川地内温海町立温海中学校前の第二堰堤から上流槙代発電所取水口まで

の庄内小国川

西田川郡温海町大字鼠ヶ関地内橋掛橋下流の第二堰堤から上流の鼠ヶ関川

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月15日まで友釣り、どぶ釣りあゆ

上記の公示の日から21日を経た日から10月15日

まで

投網

３月１日から９月30日までさお釣りにじます

３月１日から９月30日までさお釣り、投網うぐい（はや）

８月１日から翌年の４月30日まで筒やつめうなぎ



38

山　　形　　県　　公　　報 号外（７)平成16年２月９日（月曜日）

                          

  

　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、右欄に掲げる全長のものを採捕してはならない。          

   

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次の表のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の

水産動物についての遊漁もできるものとする。

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に300円を加算して得た額とする。

　　　　 　 及び の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の一般遊漁料の額は、それぞれ右欄のとおりとする。

 

　　　　 　特別遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産動物に

ついての一般の遊漁もできるものとする。

　　　　 　控除額　

　　　　　　期間１年の一般遊漁料及び特別遊漁料について、２種類以上納付する場合は、１種を超える遊漁料に

無料小学生及び中学生      

一般遊漁料の額の１/２に相当する額高校生及び肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定

による身体障害者手帳を持っている者に限る。）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

7,000円１　年筒 やつめうなぎ

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　10センチメートル以下うぐい（はや）

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,700円１　日友釣りあゆ

8,400円１　年

1,000円１　日どぶ釣り

4,800円１　年

3,800円１　日投網

19,000円１　年

600円１　日さお釣り、投網、すくい網、や

す（かじかに限る。）

うぐい（はや）、いわな、かじか、

さくらます（やまめ）、にじます

3,000円１　年

西田川郡温海町大字槇代地内庄内小国川との

合流点から上流の広谷川
西田川郡温海町大字平沢地内鼠ヶ関川との合

流点から上流の幾重谷川
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つきそれぞれ1,200円を控除する。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第１号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

16　 　漁業権者の名称及び住所　

　　　イ　名称　小国町漁業協同組合

　　　ロ　住所　西置賜郡小国町大字岩井沢836番地

　　 　漁業権の免許番号　内共第26号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　ロの に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、中欄に掲げる漁具･ 漁法により、それぞれ右

欄に掲げる期間内でなければならない。

 

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはなら

ない。

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

３月１日から 

６月30日まで 

西置賜郡小国町大字小渡地内小渡橋から下流

100メートルの地点までの 荒川

かじか、うぐい（はや）

西置賜郡小国町大字舟渡地内沖庭橋から上流

100メートルの地点までの荒川

西置賜郡小国町大字町原地内平和橋から上流

100メートルの地点までの横川

周年西置賜郡小国町大字小坂地内赤坂橋から下流

重化学工業用水堰堤までの横川

あゆ、こい、やまめ、いわな、

にじます、うなぎ

西置賜郡小国町大字朝篠地内朝篠堰堤から下

流300メートルの地点までの横川

西置賜郡小国町大字伊佐領地内大石頭首工か

ら下流200メートルの地点までの横川

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

間　口　１メートル以下すくい網

網口径　50センチメートル以下たも網

期　　　　　　　　　　間漁 具 ・ 漁 法水産動物の種類

組合が定めて公示する日から10月31日まで友釣り、どぶ釣り、がら

掛け（掛け釣り）

あゆ

３月１日から９月30日までさお釣りにじます
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　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

 

　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産

動物についての遊漁もできるものとする。 

　　　　 　 の規定にかかわらず、次に掲げる者の一般遊漁料の額は無料とする。

　　　　　ａ　小学生及び中学生

　　　　　ｂ　肢体不自由者（身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳を持っている者に限る。）

　　　　 　遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料

の額は、 に規定する金額に500円を加算して得た額とする。

　　　　 　納 付 方 法　　内共第３号に同じ

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

遊 漁 料期 間漁 具 ・ 漁 法水 産 動 物 の 種 類

1,000円１　日さお釣り、すくい網、たも網、

やす（こいを除く。）

うぐい(はや)、こい、かじか、や

まめ、いわな、にじます、うなぎ

 4,500円１　年

2,000円１　日友釣り、どぶ釣り、がら掛け

（掛け釣り）

あゆ

9,000円１　年

西置賜郡小国町大字小玉川地内西の俣沢と玉

川との合流点から上流の西の俣沢

西置賜郡小国町大字小玉川地内玉川発電所堰

堤から上流100メートル及び下流200メートル

の地点までの内川

 西置賜郡小国町大字樋の沢地内樋の沢と荒川

との合流点から上流及び下流それぞれ300

メートルの地点までの荒川

西置賜郡小国町大字片貝地内片貝沢と玉川と

の合流点から上流の片貝沢

全魚種

西置賜郡小国町大字中田山崎地内大姉沢と玉

川との合流点から上流の大姉沢

西置賜郡小国町大字小玉川地内大又沢と玉川

との合流点から上流の大又沢

西置賜郡小国町大字樽口地内歳ノ神沢と足水

川との合流点から上流の歳ノ神沢

西置賜郡小国町大字足水中里地内小川沢と足

水川との合流点から上流の小川沢

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　15センチメートル以下こい

全長　５センチメートル以下うぐい（はや）
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　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

17　 　漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　作谷沢漁業協同組合

　　　ロ　住　所　東村山郡山辺町大字畑谷1992番の３

　　 　漁業権の免許番号　内共第27号及び内共第28号

　　 　遊漁規則の内容

　　　イ　遊漁についての制限の範囲

　　　　 　漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域

　　　　　ａ　さお釣り及びすくい網以外の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

　　　　　ｂ　次の表の左欄に掲げる漁具・漁法は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

　　　　　ｃ　次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければなら

ない。

　　　　　ｄ　次の表の左欄に掲げる水産動物は、中欄に掲げる区域内において、右欄の期間中採捕してはならな

い。 

                                

　　　　 　全長制限

　　　　　　次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならな

い。

                                          

 

期　　　　　　間区　　　　　　　　　　域水産動物の種類

４月１日から 

５月20日まで

東村山郡山辺町大字畑谷地内大沼のうち、大

沼神社以東で組合が設置する２つの標柱を結

ぶ線から東方の区域

こい、ふな

東村山郡山辺町大字畑谷地内荒沼のうち、組

合が設置する２つの標柱を結ぶ線から西方の

区域

４月１日から 

５月31日まで 

東村山郡山辺町大字畑谷地内大沼のうち、大

沼神社以東で組合が設置する２つの標柱を結

ぶ線から東方の区域

わかさぎ 

規　　　　　　　　　　模漁 具 ・ 漁 法

１人につき３本以内さお釣り

１統（１統は1.0メートル以下とする。）すくい網 

期　　　　　　　　　　間水産動物の種類

４月１日から12月15日まで こい、ふな、うなぎ

６月１日から翌年の３月31日までわかさぎ
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　　　ロ　遊漁料の額及びその納付の方法

　　　　 　一般遊漁料の額は、無料とする。

　　　　 　共通遊漁料　　内共第１号に同じ

　　　ハ　遊漁承認証に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ニ　遊漁に際し守るべき事項　　内共第１号に同じ

　　　ホ　漁場監視員に関する事項　　内共第１号に同じ

　　　ヘ　違反者に対する措置に関する事項　　内共第１号に同じ

　　 　遊漁規則の施行日　　平成16年１月１日

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成16年２月９日印刷

平成16年２月９日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21 

全　　　　　　　　　　長水産動物の種類

全長　20センチメートル以下こい

全長　10センチメートル以下ふな

全長　７センチメートル以下わかさぎ


